
住 宅 用 家 屋 証 明 添 付 書 類 一 覧

４１条

自己新築 転居済 ① 確認済証　又は　検査済証

③ 住民票（写）
④ 長期優良住宅認定通知書（長期優良住宅の場合のみ）
⑤ 低炭素住宅認定通知書（低炭素住宅の場合のみ）

上記　①・②・③・④・⑤に加えて以下の書類
未転居 ⑥ 申立書

・現住家屋を売却により処分する場合
売買契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋を賃貸する場合
賃貸契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋が賃貸の場合
賃貸契約書　又は　使用許可書　等

・現住家屋に親族が住む場合
当該親族の申立書　等

・入居が後になる理由の場合
抵当権設定契約書　又は　金銭消費貸借契約書　又は　売買契約書
（要支払期日） 又は 抵当権設定登記原因情報　等

転居済 ① 確認済証　又は　検査済証

③ 住民票（写）
④ 長期優良住宅認定通知書（長期優良住宅の場合のみ）
⑤ 低炭素住宅認定通知書（低炭素住宅の場合のみ）

⑥ 家屋未使用証明書

⑦ 売買契約書　又は　譲渡証明書　又は　登記原因証明情報

上記　①・②・③・④・⑤・⑥・⑦に加えて以下の書類
未転居 ⑧ 申立書

・現住家屋を売却により処分する場合
売買契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋を賃貸する場合
賃貸契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋が賃貸の場合
賃貸契約書　又は　使用許可書　等

・現住家屋に親族が住む場合
当該親族の申立書　等

・入居が後になる理由の場合
抵当権設定契約書　又は　金銭消費貸借契約書　又は　売買契約書
（要支払期日） 又は 抵当権設定登記原因情報　等

４２条

中古 転居済

中古 ② 住民票（写）
③ 売買契約書　又は　譲渡証明書　又は　登記原因証明情報

⑤

特定の増改築等がされた住宅の場合
増改築等工事証明書
※第７号工事（給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る
   工事）に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担
   保責任保険契約が締結されていることを証する書類（取得日より2年
   以内に契約要）

上記　①・②・③・④・⑤に加えて以下の書類
未転居 ⑥ 申立書

・現住家屋を売却により処分する場合
売買契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋を賃貸する場合
賃貸契約書　又は　媒介契約書　等

・現住家屋が賃貸の場合
賃貸契約書　又は　使用許可書　等

・現住家屋に親族が住む場合
当該親族の申立書　等

・入居が後になる理由の場合
抵当権設定契約書　又は　金銭消費貸借契約書　又は　売買契約書
（要支払期日） 又は 抵当権設定登記原因情報　等

上記　①・②・③・④・⑤に加えて以下の書類

※申立書は原本のこと

住民票
転居済又は未転居

② 登記事項全部証明書　又は　登記完了証（電子証明可）　又は　登記済証
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⑦

住民票
転居又は未転居

② 登記事項全部証明書　又は　登記完了証（電子証明可）　又は　登記済証
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⑨

中古（使用済物件）

住民票
転居済又は未転居

① 登記事項全部証明書　又は　登記完了証（電子証明可）　又は　登記済証

④

登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の場合
耐震基準適合証明書　又は　住宅性能評価書　又は　既存住宅売買瑕
疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類（取得日より2年
以内に契約要）
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⑦

⑧

金銭消費貸借契約書・保証契約書・抵当権設定契約書・登記原因証明
情報（抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであるこ
とについて明らかな記載があるもの）

新築

又は

取得


